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新旧比較表 

該当条項 変更前 変更後 

４．発電側課金

に係る契約につい

て 

新設 ・託送供給等約款に基づき、当社または伊藤忠エ

ネクスは、本一般送配電事業者を代理して、発

電者との間で、系統連系受電契約を締結いたし

ます。発電者は、託送供給等約款に同意するも

のといたします。 

・発電者は系統連系受電契約の消滅後に接続さ

れた電気を一般送配電事業者が無償で受電す

ることについて、承諾するものとします。 

・当社または伊藤忠エネクスは、系統連系受電契

約において、系統受電サービス料金、延滞利息

及び契約超過金（以下併せて「発電側課金

額」といいます。）を発電者から受領し、本一般

送配電事業者に引き渡す業務を無償で受託い

たします。但し、本一般送配電事業者の要望に

より、発電者から本一般送配電事業者へ直接支

払い頂く場合があります。 

5．買取料金及

び算定期間につ

いて 

・買取料金は、買取料金単価に買電量を乗じた

金額とします。 

・買取料金の算定期間は、1 ヶ月とし、原則として

前月の検針日または計量日から当月の検針日ま

たは計量日の前日までの期間とします。ただし、

買取契約を開始し、または買取契約が消滅した

場合の買取料金の算定期間は、買取開始日か

ら直後の検針日もしくは計量日の前日までの期

間、または直前の検針日もしくは計量日から消滅

日の前日までの期間とします。 

・買取料金単価（供給力価値（kW 価値）及

び非化石価値等の対価並びに消費税等相当額

を含む）は、以下の通りとします。 

北海道電力ネットワーク株式会社の供給区域内 

①トドック電力の電気をご利用…11 円/kWh 

②トドック電力の電気かつ㈱エネコープの灯油定

期配達登録、または㈱エネコープの LP ガスをご利

用（エネルギーセット利用）…13.5 円/kWh 

③トドック電力の電気かつ㈱エネコープの灯油定

期配達登録、かつ㈱エネコープの LP ガスをご利

用（エネルギートリプル利用）…15 円/kWh 

・当社は、買取料金単価を、需給状況等に応じて

原則として毎年 4 月 1 日及び 10 月 1 日に見

・買取料金は、買取料金単価に買電量を乗じた

金額とします。 

・買取料金の算定期間は、1 ヶ月とし、原則として

前月の検針日または計量日から当月の検針日ま

たは計量日の前日までの期間とします。ただし、

買取契約を開始し、または買取契約が消滅した

場合の買取料金の算定期間は、買取開始日か

ら直後の検針日もしくは計量日の前日までの期

間、または直前の検針日もしくは計量日から消滅

日の前日までの期間とします。 

・買取料金単価（供給力価値（kW 価値）及

び非化石価値等の対価並びに消費税等相当額

を含む）は、以下の通りとします。 

北海道電力ネットワーク株式会社の供給区域内 

①トドック電力の電気をご利用…11 円/kWh 

②トドック電力の電気かつ㈱エネコープの灯油定

期配達登録、または㈱エネコープの LP ガスをご利

用（エネルギーセット利用）…13.5 円/kWh 

③トドック電力の電気かつ㈱エネコープの灯油定

期配達登録、かつ㈱エネコープの LP ガスをご利

用（エネルギートリプル利用）…15 円/kWh 

・当社は、買取料金単価を、需給状況等に応じて

原則として毎年 4 月 1 日及び 10 月 1 日に見
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直し変更することがあります。当社は法令・条例・

規則等が改正された場合、経済情勢の変更が

生じた場合、その他当社が必要と判断した場合

には買取料金単価を変更する場合があります。 

・買取料金単価を変更する場合には、変更後の

料金単価の適用開始日の３カ月前までに、当社

が適切と判断した方法により周知いたします。 

・買電量は、原則として本一般送配電事業者の

設置する電力量計により計量することとし、当社

または伊藤忠エネクスが本一般送配電事業者

より入手するものとします。 

直し変更することがあります。当社は法令・条例・

規則等が改正された場合、経済情勢の変更が

生じた場合、その他当社が必要と判断した場合

には買取料金単価を変更する場合があります。 

・買取料金単価を変更する場合には、変更後の

料金単価の適用開始日の３カ月前までに、当社

が適切と判断した方法により周知いたします。 

・買電量は、原則として本一般送配電事業者の

設置する電力量計により計量することとし、当社ま

たは伊藤忠エネクスが本一般送配電事業者より入

手するものとします。 

6．買取料金の

お支払い方法に

ついて 

・当社は、買取料金の支払いを支払代行者である

トドック電力に委託します。トドック電力による本

件買取料金の支払いをもって、当社から発電者

に対する本件買取料金の支払いを完了するもの

とします。 

・トドック電力は原則として買取料金の 12 ヶ月分

を、3 月 20 日までにお客さまの指定する金融機

関へ口座振込の方法でお支払いします。買取料

金は、発電者の指定する金融機関への口座振

込の方法により、トドック電力の振込名義でお支

払いいたします。 

・買取開始年で、買取開始年度で買取開始日か

ら 2 月分検針日までの期間が 3 か月に満たない

場合は、買取開始日から 2 回目に到来する 2月

検針日までの期間分の買取料金をお支払いしま

す。 

・買取契約を解除または解約した年で３月からの

買取の期間が 12 ヶ月に満たない場合には、3 月

から買取終了までの期間分の買取料金をお支払

いします。 

・お客さまは、当社が発電者に対して有する債権と

買取料金債務の全部または一部を対等額にて

相殺する場合があることにあらかじめ同意するもの

とします。かかる相殺を行う場合、当該相殺を行

う者は、当該相殺を行う者の定める方法により、

お客さまに対し、相殺をする額及び相殺後の買

取料金の残債務について通知いたします。 

・当社は、買取料金の支払いを支払代行者である

トドック電力に委託します。トドック電力による発

電者へ発電側課金額を差し引いた本件買取料

金の支払いをもって、当社から発電者に対する本

件買取料金の支払いを完了するものとします。 

・トドック電力は原則として買取料金の 12 ヶ月分

を、3 月 20 日までにお客さまの指定する金融機

関へ口座振込の方法でお支払いします。買取料

金は、発電者の指定する金融機関への口座振

込の方法により、トドック電力の振込名義でお支

払いいたします。 

・買取開始年で、買取開始年度で買取開始日か

ら 2 月分検針日までの期間が 3 か月に満たない

場合は、買取開始日から 2 回目に到来する 2 月

検針日までの期間分の買取料金をお支払いしま

す。 

・買取契約を解除または解約した年で３月からの

買取の期間が 12 ヶ月に満たない場合には、3 月

から買取終了までの期間分の買取料金をお支払

いします。 

・お客さまは、当社が発電者に対して有する債権と

買取料金債務の全部または一部を対等額にて

相殺する場合があることにあらかじめ同意するもの

とします。かかる相殺を行う場合、当該相殺を行

う者は、当該相殺を行う者の定める方法により、

お客さまに対し、相殺をする額及び相殺後の買

取料金の残債務について通知いたします。 

7．買取の停止 ・次のいずれかに該当する場合、伊藤忠エネクスは

電力買取を一時的に停止します。この場合、お

客さまは、本一般送配電事業者に対する系統連

系および発電量調整供給契約に関する手続きに

・次のいずれかに該当する場合、伊藤忠エネクスは

電力買取を一時的に停止します。この場合、お

客さまは、本一般送配電事業者に対する系統連

系および発電量調整供給契約に関する手続きに
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ついて、ご協力いただきます。 

①本一般送配電事業者の定める託送供給等約

款にもとづき、本一般送配電事業者により、電力

の供給が停止された場合 

②発電者が、本一般送配電事業者が定める託

送供給等約款における発電者に係る事項を遵

守しないことその他の事由により、本一般送配電

事業者により、本発電設備に係る伊藤忠エネク

スと本一般送配電事業者との間の発電量調整

供給が停止された場合 

③エネルギー価格の急激な変動等、一時的な事

業環境の変化等を理由に、やむを得ず伊藤忠エ

ネクスが発電余剰電力の買取を一時的に停止さ

せていただくと判断した場合（この場合、当社が

適切と判断する方法にてお知らせいたします。） 

ついて、ご協力いただきます。 

①本一般送配電事業者の定める託送供給等約

款にもとづき、本一般送配電事業者により、電力

の供給が停止された場合 

②発電者が、本一般送配電事業者が定める託

送供給等約款における発電者に係る事項を遵

守しないことその他の事由により、本一般送配電

事業者により、本発電設備に係る伊藤忠エネク

スと本一般送配電事業者との間の発電量調整

供給が停止された場合 

③エネルギー価格の急激な変動等、一時的な事

業環境の変化等を理由に、やむを得ず伊藤忠エ

ネクスが発電余剰電力の買取を一時的に停止さ

せていただくと判断した場合（この場合、当社が

適切と判断する方法にてお知らせいたします。） 

8．買取契約の

解約・解除等に

ついて 

・お客さまは、当社に買取契約を解約する旨を当

社所定の様式により解約希望日と共に通知する

ことで、買取契約を解約することができます。 

・お客さまが当社に解約通知をせずに他の発電余

剰電力の買取を実施する事業者に買取契約の

申込みを行ったことによって、電力広域的運営推

進機関から当社に解約期日の通知がなされた場

合、当該通知をもってお客さまの解約通知とみな

すものとします。 

・買取契約は原則として、お客さまから当社に通知

された解約希望日または電力広域的運営推進

機関から当社に通知がなされた解約期日に終了

します。 

・お客さまが以下のいずれかに該当する場合には、

当社は買取契約を解除することがあり、お客さま

は期限の利益を喪失するものとします。 

①お客さまが買取契約について違反し、または当

社に虚偽の申請を行った場合 

②お客さまが差押、競売、破産、民事再生、その

他法的整理手続きの申立を受けたとき、もしくは

自ら申立をなしたとき、または滞納処分を受けたと

き 

③その他、お客さまが当社が不適切と判断する行

為を行った場合 

・「6．買取の停止」にもとづく買取停止期間の継

続、電力市場の変化、政策動向等、事業環境

の変化等やむを得ない理由があると当社が判断

した場合、当社は、買取契約を解約することがあ

ります（この場合、当社が適切と判断する方法に

・お客さまは、当社に買取契約を解約する旨を当

社所定の様式により解約希望日と共に通知する

ことで、買取契約を解約することができます。 

・お客さまが当社に解約通知をせずに他の発電余

剰電力の買取を実施する事業者に買取契約の

申込みを行ったことによって、電力広域的運営推

進機関から当社に解約期日の通知がなされた場

合、当該通知をもってお客さまの解約通知とみな

すものとします。 

・買取契約は原則として、お客さまから当社に通知

された解約希望日または電力広域的運営推進

機関から当社に通知がなされた解約期日に終了

します。 

・お客さまが以下のいずれかに該当する場合には、

当社は買取契約を解除することがあり、お客さま

は期限の利益を喪失するものとします。 

①お客さまが買取契約について違反し、または当

社に虚偽の申請を行った場合 

②お客さまが差押、競売、破産、民事再生、その

他法的整理手続きの申立を受けたとき、もしくは

自ら申立をなしたとき、または滞納処分を受けたと

き 

③その他、お客さまが当社が不適切と判断する行

為を行った場合 

・「7．買取の停止」にもとづく買取停止期間の継

続、電力市場の変化、政策動向等、事業環境

の変化等やむを得ない理由があると当社が判断

した場合、当社は、買取契約を解約することがあ

ります（この場合、当社が適切と判断する方法に
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てお知らせいたします。）。 てお知らせいたします。）。 

9．立ち入りによ

る業務の実施に

ついて 

・本一般送配電事業者が、次の業務を実施する

ため、お客さまの承諾を得て太陽光発電設備の

設置場所に立ち入ることがあります。この場合に

は、正当な理由がない限り、立ち入ることおよび

業務を実施することを承諾して頂きます。 

①不正な電力受給の防止等に必要な、お客さま

の太陽光発電設備またはその他電気工作物の

確認または検査 

②その他買取契約の成立、変更または終了等に

必要な業務 

・本一般送配電事業者が、次の業務を実施する

ため、お客さまの承諾を得て太陽光発電設備の

設置場所に立ち入ることがあります。この場合に

は、正当な理由がない限り、立ち入ることおよび

業務を実施することを承諾して頂きます。 

①不正な電力受給の防止等に必要な、お客さま

の太陽光発電設備またはその他電気工作物の

確認または検査 

②その他買取契約の成立、変更または終了等に

必要な業務 

10．買取約款

の変更について 

・当社は、本一般送配電事業者が定める託送供

給約款が改定された場合、法令・条例・規則等

が改正された場合、経済情勢の変更が生じた場

合、その他当社が必要と判断した場合には、買

取約款を変更することがあります。なお、買取約

款を変更する際には、当社はあらかじめ変更後の

買取約款の内容およびその効力発生日を当社

またはトドック電力ホームページなどのウェブサイト

に掲載する方法またはその他の当社が適切と判

断した方法により周知することとし、周知が行わ

れ、効力発生日が到来した場合には、電力買取

に関する条件等は、変更後の買取約款によるも

のとします。 

・当社は、本一般送配電事業者が定める託送供

給約款が改定された場合、法令・条例・規則等

が改正された場合、経済情勢の変更が生じた場

合、その他当社が必要と判断した場合には、買

取約款を変更することがあります。なお、買取約

款を変更する際には、当社はあらかじめ変更後の

買取約款の内容およびその効力発生日を当社ま

たはトドック電力ホームページなどのウェブサイトに

掲載する方法またはその他の当社が適切と判断

した方法により周知することとし、周知が行われ、

効力発生日が到来した場合には、電力買取に

関する条件等は、変更後の買取約款によるもの

とします。 

11．個人情報

の取り扱いについ

て 

・お客さまの個人情報については、当社が定める

「電力買取に関する個人情報の保護に関する指

針」の定めに則り、取り扱い致します。 

・お客さまの個人情報については、当社が定める

「電力買取に関する個人情報の保護に関する指

針」の定めに則り、取り扱い致します。 

12．その他 ・発電余剰電力の買取へのお申込みに際し、本一

般送配電事業者その他の第三者への費用の支

払いが発生する場合、お客さまにご負担頂きます 

・太陽光発電設備からの電力の買取状況および

本一般送配電事業者の電気の需給状況等によ

り、発電抑制が発生した場合におけるお客さまの

設備等を変更する必要が生じた場合の費用につ

きましては、お客さまにご負担頂きます。 

・発電余剰電力の買取へのお申込みに際し、本一

般送配電事業者その他の第三者への費用の支

払いが発生する場合、お客さまにご負担頂きます 

・太陽光発電設備からの電力の買取状況および

本一般送配電事業者の電気の需給状況等によ

り、発電抑制が発生した場合におけるお客さまの

設備等を変更する必要が生じた場合の費用につ

きましては、お客さまにご負担頂きます。 

13．お問合せ先 ・株式会社エネクスライフサービス 太陽光買取カス
タマーセンター 
03-4233-8049 

（10:00~17:00 ※平日のみ） 

・株式会社エネクスライフサービス 太陽光買取カス
タマーセンター 
03-4233-8049 

（10:00~17:00 ※平日のみ） 

 


